
行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名称 事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

20181001 株式会社　成川運輸（法人番
号9021001034456）　代表者成
川　厚

神奈川県足柄上郡中
井町遠藤１１８

本社 神奈川県足柄上郡中
井町遠藤１１８

事業停止（3日間）、
輸送施設の使用停止
（197日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成29年11月21日、監査を
実施。9件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）（2）健康状態の把握義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）（3）点呼の実施義務違
反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）（4）乗務等の記録事項
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）（5）運行指示
書による作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3）
（6）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第1項）（7）高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第2項）（8）初任・高齢運転者に対する適性診断受
診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）（9）定期
点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条、道路
運送車両法第48条第1項）

29 29

20181001 軽部商運　有限会社（法人番
号7050002006397）　代表者小
野寺　和喜代

茨城県水戸市大串町
１４９９

本社 茨城県水戸市大串町
３６３１－１

事業停止（30日間）、
輸送施設の使用停止
（160日車）

貨物自動車運送事業
法第27条第1項

法令違反の疑いがあることを端緒として、平成29年6月2日、平成30年1月
12日及び同年1月17日、監査を実施。14件の違反が認められた。（1）乗務
時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4
項）（2）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）
（3）点呼の記録の不実記載違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第5項）（4）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第8条第1項）（5）乗務等の記録の不実記載違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第8条第1項）（6）運行記録計による記録の不実記録違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）（7）運行指示書による作成
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3）（8）運転者に対
する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）
（9）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第2項）（10）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運
送事業法第9条第1項）（11）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事
業法第9条第3項）（12）事業計画事後届出違反（貨物自動車運送事業法
第9条第3項）（13）名義貸し（貨物自動車運送事業法第27条第1項）

46 46

20181001 北関東通商運輸　株式会社
（法人番号9050001000795）
代表者小野寺　和喜代

茨城県水戸市大串町
２３０５－１

本社 茨城県水戸市大串町
２３０５－１

事業停止（30日間）、
輸送施設の使用停止
（140日車）

貨物自動車運送事業
法第27条第1項

労働局からの通報を端緒として平成29年5月26日、平成30年1月12日及び
同年1月17日、監査を実施。12件の違反が認められた。（1）乗務時間等告
示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）（2）健康
状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）
（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）
（4）点呼の記録の不実記載違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第5項）（5）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第8条第1項）（6）乗務等の記録の不実記載違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第8条第1項）（7）運行記録計による記録の不実記録違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）（8）運行指示書による作成
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3）（9）運転者に対
する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）
（9）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第2項）（11）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送
事業法第9条第3項）（12）名義貸し（貨物自動車運送事業法第27条第1項）

44 44

貨物自動車運送事業者行政処分状況（平成３０年１０月分）



20181001 ジャパン通商　株式会社（法人
番号5050001005360）　代表者
小野寺　和喜代

茨城県水戸市大串町
２３０５－２

本社 茨城県水戸市元吉田
町５－１

事業停止（60日間）、
輸送施設の使用停止
（140日車）

貨物自動車運送事業
法第27条第1項

死亡事故を引き起こしたことを端緒として平成29年5月25日、平成30年1月
12日及び同年1月17日監査を実施。13件の違反が認められた。（1）乗務時
間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）
（2）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）（3）
点呼の記録の不実記載違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条
第5項）（4）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第8条第1項）（5）乗務等の記録の不実記載違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第8条第1項）（6）運行記録計による記録義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第9条）（7）運行記録計による記録の不実
記録違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）（8）運行指示書によ
る作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3）（9）運転
者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第1項）（10）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1
項）（11）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）
（12）事業計画事後届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）（13）
名義貸し（貨物自動車運送事業法第27条第1項）

74 74

20181002 株式会社　浩成（法人番号
7050001011084）　代表者沼田
浩

茨城県土浦市中都町
２－３１１４－５

本社 茨城県つくば市栄３３２
－２

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条

行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒として、
平成30年5月22日、監査を実施。7件の違反が認められた。（1）乗務時間等告
示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）（2）点呼の
実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）（3）運行記録計
による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）（4）運行記
録計による記録保存義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）
（5）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第1項）（6）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第13条、道路運送車両法第48条第1項）（7）事業計画の変更認可違反（貨物
自動車運送事業法第9条第1項）

6 6

20181002 笠井　綾 神奈川県横浜市西区
中央２－４１－１４

本店 神奈川県横浜市西区
中央２－４１－１４

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年6月26日、監査を
実施。3件の違反が認められた。（1）運転者に対する指導監督違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）（2）整備管理者の研修受講
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条）（3）運行管理者の
講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）

3 3

20181002 株式会社　サントス（法人番号
2013401006488）　代表者山本
功

東京都多摩市関戸６
－４－１２

茨城 茨城県坂東市弓田字
東原１５８４－１

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成30年7月5
日、監査を実施。2件の違反が認められた。（1）点呼の記録義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）（2）運転者に対する指導監
督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

20181016 大越運送　株式会社（法人番
号7060001000945）　代表者大
越　恵

栃木県宇都宮市雀宮
町１

本社 栃木県宇都宮市雀宮
町１

輸送施設の使用停止
（135日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年5月17日及び同年5月
31日、監査を実施。6件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）（2）点呼の実施義務違
反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）（3）乗務等の記録事項義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）（4）運転者に対する指
導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）（5）定期点
検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条、道路運送車
両法第48条第1項）（6）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第15条）

14 14



20181016 有限会社　佐取運送（法人番
号6060002036304）　代表者佐
取　健

栃木県足利市大沼田
町１０１２－３

本社 栃木県足利市大沼田
町１０１２－３

輸送施設の使用停止
（80日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年4月17日及び同年5月
11日、監査を実施。13件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）（2）健康状態の把握義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）（3）点呼の実施義
務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）（4）点呼の記録保存義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）（5）乗務等の記録
事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）（6）運行記
録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）（7）運
行記録計による記録保存義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条）（8）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第1項）（9）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第2項）（10）定期点検整備の実施違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第13条、道路運送車両法第48条第1項）（11）運
行管理補助者の要件違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3
項）（12）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）
（13）事業の健全な発達を阻害する競争のうち社会保険等に未加入のもの
（貨物自動車運送事業法第25条第2項）

8 8

20181023 月夜野運送　株式会社（法人
番号8070001022979）　代表者
黒田　久夫

群馬県沼田市薄根町
３３５９

埼玉 埼玉県東松山市松葉
町２－２－９－１０１

輸送施設の使用停止
（100日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年4月17日、監査を
実施。10件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）（2）健康状態の把握義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）（3）点呼の実施義務
違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）（4）運行指示書による
作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3）（5）運転者
に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）（6）高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第2項）（7）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）（8）運行管理者の選任違
反（貨物自動車運送事業法第18条第1項）（9）事業計画の変更認可違反
（貨物自動車運送事業法第9条第1項）（10）事業計画事前届出違反（貨物
自動車運送事業法第9条第3項）

22 10

20181023 株式会社　市村総合サービス
（法人番号9020002072804）
代表者市村　秀明

神奈川県横浜市戸塚
区小雀町２３９１－２

原宿 神奈川県横浜市戸塚
区原宿５－２８－５　１
０６

輸送施設の使用停止
（220日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故を引き起こしたことを端緒として平成30年4月6日、監査を実施。
13件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条第4項）（2）健康状態の把握義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）（3）点呼の実施義務違反等
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）（4）点呼の記録の不実記載
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）（5）乗務等の記録
事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）（6）乗務
等の記録の不実記載違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1
項）（7）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第9条）（8）運行記録計による記録の不実記録違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第9条）（9）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第1項）（10）初任運転者に対する指導監督
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）（11）初任運転者
に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第2項）（12）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9
条第1項）（13）事業計画事後届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3
項）
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20181023 株式会社　光進（法人番号
3060001016103）　代表者石峰
幸二郎

栃木県小山市犬塚１
丁目１０－９

小山 栃木県小山市犬塚１
－１０－９

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年6月26日、監査を
実施。9件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）（2）健康状態の把握義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）（3）点呼の実施義務違
反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）（4）乗務等の記録事項
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）（5）運行記録
計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）（6）運
転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第1項）（7）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第2項）（8）運行管理者の講習受講義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）（9）事業計画事前届
出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）
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